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大津市行政組織規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第40号 

大津市行政組織規則の一部を改正する規則 

 大津市行政組織規則（昭和61年規則第12号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「行政改革推進課」を 
「行政改革推進課 

公共施設マネジメント推進課」 
に、「家屋係」を「家屋第１係 家

屋第２係」に、「福祉指導監査課」を「福祉指導監査課 法人・施設係 事業所係」に、「基盤整備係 保全管

理係」を「基盤整備係」に、「建築安全推進係」を「建築安全推進係 生活道路整備推進係」に改め、同条第３ 

項中 

｢行政改革推進課 

公共施設マネジメント推進室 

自治協働課         」 

を「自治協働課」に、「生活道路整備推進室」を「空家対策推進室」に 

改め、同条第４項中「係を」を「課又は係を」に、「大津市瀬田大江町59番地の１）」を「大津市瀬田大江町59 

番地の１） 管理課」に、「衛生課」を 

「保健総務課 

  医療安全支援センター（所在地：大津市浜大津四丁目１番１号） 

衛生課                           」 

に改める。  

第２条の２第１項中「財政課、行政改革推進課」を「公共施設マネジメント推進課」に改め、「、産業廃棄物

対策課」を削り、同条第３項を削り、同条第４項中「公設地方卸売市場」を「公設地方卸売市場管理課」に、

「出先機関」を「課」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項を同条第４項とする。 

 第３条第１項総務部の表人事課の項第11号中「勤務成績の評定」を「人事評価」に改め、同表行政改革推進課

の項の次に次のように加える。 

公共施設マネジメント推進課 ⑴ 公共施設の在り方の検討に関すること。 

 

市 章 
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 ⑵ 公共施設の機能適正化に関すること。 

⑶ ファシリティマネジメントの推進に関すること。 

⑷ 公共施設の定期点検に関すること。 

⑸ 公共施設の維持管理の技術的支援に関すること。 

⑹ 課の一般庶務に関すること。 

第３条第１項総務部の表資産税課家屋係の項中「家屋係」を「家屋第１係」に改め、同係の項中第４号を削り、

第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同係の項の次に次のように加える。 

家屋第２係 ⑴ 家屋の評価に関すること。 

⑵ 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 

⑶ 家屋概要調書等報告書に関すること。 

⑷ 家屋評価調書に関すること。 

⑸ 家屋評価資料の整備及び保管に関すること。 

⑹ 地籍図及び家屋見取図に基づく調査及び処理に関すること。  

 第３条第１項総務部の表収納課債権回収係の項第12号中「及び後期高齢者医療保険料」を「、後期高齢者医療

保険料、介護保険料及び保育所保育料」に、「高額滞納案件」を「高額かつ徴収困難な滞納案件」に改め、同条

第１項福祉子ども部の表福祉政策課福祉政策係の項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から第13号ま

でを１号ずつ繰り上げ、同課地域福祉係の項中第５号を第６号とし、第１号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、

同係の項に第１号として次の１号を加える。 

⑴ 地域福祉活動推進事業に関すること。 

 第３条第１項福祉子ども部の表福祉政策課地域福祉係の項に次の１号を加える。 

⑺ ふれあいプラザの指定管理者による管理に関すること。 

第３条第１項福祉子ども部の表福祉指導監査課の項を次のように改める。 

福祉指導監査課 法人・施設係 ⑴ 社会福祉法人の指導監査に関すること。 

⑵ 社会福祉施設の指導監査に関すること。 

⑶ 社会福祉法人の設立認可、定款変更認可等に関すること。 

⑷ 社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に係る審査会に関す

ること。 

⑸ 保育所の処遇の監査に関すること。 

⑹ 課の一般庶務に関すること。 

事業所係 ⑴ 有料老人ホームの指導に関すること。 

⑵ 指定居宅サービス事業者等の指導に関すること。 

⑶ 指定障害福祉サービス事業者等の指導に関すること。 

第３条第１項福祉子ども部の表生活福祉課保護第１係の項第２号を次のように改める。 

⑵ 中国残留邦人等の生活支援に関すること。 

第３条第１項福祉子ども部の表生活福祉課保護第４係の項第２号を次のように改める。 

⑵ 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。 

第３条第１項福祉子ども部の表幼児政策課政策係の項中第８号を削り、第７号を第８号とし、第６号を第７号

とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ 市立幼稚園の教員及び市立保育所の保育士の人事交流に関すること。 

 第３条第１項福祉子ども部の表幼児政策課政策係の項中第９号を第10号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

 ⑼ 特定地域保育事業の指導監査に関すること。 

 第３条第１項福祉子ども部の表幼児政策課管理指導係の項第７号中「の処遇の監査」を「における適切な処遇

の確保」に改め、同課研修育成係の項第１号を次のように改める。 

 ⑴ 保育の質の向上に向けた研修に関すること。 

第３条第１項福祉子ども部の表幼児政策課研修育成係の項第２号中「研修及び」を削り、同部の表保育幼稚園

課管理係の項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 保育所保育料徴収業務の収納課への移管に関すること。 

第３条第１項健康保険部の表介護保険課介護企画係の項に次の１号を加える。 

⑻ 課の一般庶務に関すること。 

 第３条第１項健康保険部の表介護保険課資格給付係の項第11号を削り、同課賦課収納係の項に次の１号を加え

る。 
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 ⑷ 介護保険料徴収業務の収納課への移管に関すること。 

 第３条第１項産業観光部の表商工労働政策課産業政策係の項第10号中「管理」の次に「及び跡地活用」を加え、

同部の表農林水産課林業・水産係の項第10号中「漁港」を「漁港等」に改め、同部の表田園づくり振興課田園振

興係の項中第５号を第９号とし、第４号を第８号とし、第３号の次に次の４号を加える。 

⑷ 地すべり防止事業の実施に係る関係団体との連絡調整に関すること。 

⑸ 農業集落排水事業特別会計予算の編成及び決算に関すること。 

⑹ 旧農業集落排水処理施設の管理及び使用料の徴収に関すること。 

⑺ 農用地内の農業の用に供する大津市法定外道路及び普通河川等の管理に関する条例（平成16年条例第59

号）に基づく法定外道路及び普通河川等（国から譲与を受けた水路等に限る。）の管理に関すること。 

 第３条第１項産業観光部田園づくり振興課保全管理係の項を削り、同条第１項環境部の表環境政策課環境管理

係の項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第13号までを１号ずつ繰り上げ、同課環境保全係の項

中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰り上げ、同課公害規制係の項中第15

号を第16号とし、第７号から第14号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

 ⑺ 環境影響評価専門委員会に関すること。 

 第３条第１項都市計画部の表都市計画課の項中第30号を第31号とし、第29号を第30号とし、第28号を第29号

とし、同課の項第27号中「あり方」を「在り方」に改め、同号を同課の項第28号とし、同課の項中第26号を第27

号とし、第25号を第26号とし、第24号の次に次の１号を加える。 

 (25) 景観形成に係る草津市との連携に関すること。 

 第３条第１項都市計画部の表市街地整備課の項第２号から第４号までを次のように改める。 

⑵ 都市計画道路３．４．50号桜かや線の整備に関すること。 

⑶ 大津駅南口ホールの管理運営に関すること。 

⑷ 開発等の事前協議に関すること。 

第３条第１項都市計画部の表市街地整備課の項中第６号及び第７号を削り、第８号を第６号とし、第９号から

第11号までを２号ずつ繰り上げ、同課の項第12号中「市街地農地整備対策事業」を「密集市街地整備事業」に改

め、同号を同課の項第10号とし、同課の項第13号を同課の項第11号とし、同部の表建築指導課建築安全推進係の

項の次に次のように加える。 

生活道路整備

推進係 

⑴ 生活道路の整備推進に関すること。 

 

第３条第２項保健総務課の項第30号中「課」の次に「及び医療安全支援センター」を加え、同号を同課の項第

33号とし、同課の項中第29号を第32号とし、第15号から第28号までを３号ずつ繰り下げ、第14号を第15号とし、

同号の次に次の２号を加える。 

 (16) 保健所衛生委員会に関すること。 

 (17) 地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会に関すること。 

第３条第２項の表保健総務課の項中第13号を第14号とし、第９号から第12号までを１号ずつ繰り下げ、第８号

の次に次の１号を加える。 

 ⑼ 食品に係る誇大表示に関する勧告及び命令に関すること。 

 第３条第３項の表公共施設マネジメント推進室の項を削り、同条第３項の表子ども家庭相談室の項第３号を次

のように改める。 

⑶ 要保護児童対策地域協議会に関すること。 

第３条第３項の表子ども家庭相談室の項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号

を加える。 

⑸ 子育て短期支援事業に関すること。 

第３条第３項の表生活道路整備推進室の項を次のように改める。 

空家対策推進室 ⑴ 空家対策に関すること。 

「                         「 

 

公設地方卸売市場 

 

 

 

 

 

  

公設地方卸売市場 管理課 
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第３条第４項の表中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

  

 

 

 

 

 

 

に改め、 

                                 」                              」 

同項の表大津駅西地区区画整理事務所の項の次に次のように加える。 

医療安全支援センター ⑴ 医療法（昭和23年法律第205号）第６条の13第１項各号に掲げる事

務に関すること。 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この規則は、公布の日から施行する。 

第２条 この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において次の表の左欄に掲げる組織における職

（大津市職員の職の設置に関する規則（昭和61年規則第13号）第２条に規定する職をいい、当該職の事務取扱

を含む。）を命ぜられていた者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる組織に

おける同一の職を命ぜられたものとみなす。 

総務部行政改革推進課公共施設マネジメント推進室 総務部公共施設マネジメント推進課 

産業観光部公設地方卸売市場 産業観光部公設地方卸売市場管理課 

（大津市公共施設マネジメント推進委員会規則の一部改正） 

第３条 大津市公共施設マネジメント推進委員会規則（平成24年規則第124号）の一部を次のように改正する。 

   第７条中「総務部行政改革推進課公共施設マネジメント推進室」を「総務部公共施設マネジメント推進課」

に改める。 

（大津市公共施設マネジメント推進本部設置規則の一部改正） 

第４条 大津市公共施設マネジメント推進本部設置規則（平成27年規則第60号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「総務部行政改革推進課公共施設マネジメント推進室」を「総務部公共施設マネジメント推進課」

に改める。 

 

 

大津市再生可能エネルギー等利活用推進会議設置規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第41号 

大津市再生可能エネルギー等利活用推進会議設置規則の一部を改正する規則 

 大津市再生可能エネルギー等利活用推進会議設置規則（平成26年規則第91号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「公共施設マネジメント推進室長」を「公共施設マネジメント推進課長」に改める。 

 別表第２中「営業推進課長」を「営業推進室長」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 
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大津市規則第42号 

大津市職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

大津市職員の職の設置に関する規則（昭和61年規則第13号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中消費生活監の項を削り、子ども政策監の項の次に次のように加える。 

観光振興監 産業観光部 観光振興の推進に関する専門的な知識を必要とする事務の遂

行に当たるとともに、担当職員があるときは、これを指揮監

督する。 

第２条第１項の表施設管理監の項の次に次のように加える。 

まちづくり連携推進

監 

都市計画部 まちづくりの推進に関する事務のうち、特に他部局との連携

を必要とするものの遂行に当たるとともに、担当職員がある

ときは、これを指揮監督する。 

第２条第２項の表中 

「 

専門員  特定の専門的な事務を処理し、担当職員があるときは、

これを指揮監督する。 
を 

主幹 
 

担当事務を処理し、担当職員があるときは、これを指揮

監督する。 

                                                   」 

「 

主幹 
 

担当事務を処理し、担当職員があるときは、これを指揮

監督する。 
 に 

                                                   」 

改め、同条第４項の表副院長の項の次に次のように加える。 

院長補佐  院長及び副院長を補佐し、担当業務を掌理する。 

第２条第４項の表参与の項を削る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第43号 

大津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和61年規則第23号）の一部を次のように改正する。 

 第15条第４項中「におけるその者の号給」を「において、前３項の規定により決定される号給が部内の他の職

員との均衡を著しく失すると認められるとき」に、「号給とする」を「ところにより、その者の号給を決定する

ことができる」に改める。 

第16条第１項中「降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給（同じ額の号給がないときは、直近下位

の額の号給）」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給」に改め、同項に次の各号を加える。 

 ⑴ 降格した日の前日に受けていた号給（次号において「降格前号給」という。）がその者に適用される給料

表に対応する昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応

する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給（当該号給が２以上あるときは、それらのうち最も

上位の号給） 

 ⑵ 降格前号給がその者に適用される給料表に対応する昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のい

ずれにも該当しないとき 降格した職務の級における最も上位の号給 

 別表第１第１項の表６級の項中「地域医療連携室長」の次に「及び患者相談支援室長」を加え、「室次長（７

級及び８級」を「室次長（７級」に改め、「、専門員（保健総務課専門員に限る。）」、「、館長（７級及び８
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級に掲げられた館長を除く。）」及び「、消防署長補佐」を削り、別表第１第１項の表７級の項中「（児童クラ

ブ課専門員に限る。）」を削り、「堅田保育園長」の次に「、天神山保育園長」を加え、「、逢坂保育園長」、

「、膳所保育園長」及び「、公設地方卸売市場次長、大津クリーンセンター次長」を削り、「及び選挙管理委員

会事務局次長」を「、選挙管理委員会事務局次長及び監査委員事務局次長」に、「副学校長」を「事務長」に改

め、「（科学館長に限る。）」を削り、別表第１第１項の表８級の項中「子ども政策監」の次に「、観光振興

監」を、「施設管理監」の次に「、まちづくり連携推進監」を加え、「、室次長（出納室次長に限る。）」を削

り、「学校安全政策監、館長（図書館長に限る。）」を「副学校長」に改め、別表第１第１項の表９級の項中 

「、消費生活監」を削り、別表第１第１項の表備考第１項中「、大津市会計管理者の補助組織に関する規則（昭

和40年規則第20号）」を削り、別表第１第２項アの表３級の項第１号中「参与、」を削り、別表第１第２項アの

表４級の項第１号中「保健所長」の次に「、院長補佐」を加え、別表第１第２項アの表４級の項第２号中「参

与、」を削り、別表第１第２項イの表７級の項中「及び参事」を「、参事及び副所長（介護老人保健施設ケアセ

ンターおおつ副所長に限る。）」に改める。 

 別表第３の１の部五の項第２号中「独立行政法人水産大学校（」を「国立研究開発法人水産研究・教育機構水

産大学校（旧独立行政法人水産大学校及び」に改め、同部六の項第５号中「大学評価・学位授与機構（」を「独

立行政法人大学改革支援・学位授与機構（旧独立行政法人大学評価・学位授与機構及び」に改め、同項第８号中

「独立行政法人水産大学校」を「国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校」に改め、同項第16号中「若

しくは職業能力開発総合大学校」を削り、「長期課程（」を「特定応用課程（旧応用課程（「短大２卒」を入学

資格とする修業年限２年以上のものに限る。）を含む。）若しくは旧長期課程（」に、「、旧職業訓練大学校の

長期課程、」を「並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び」に改め、「及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練

所の長期訓練課程」を削り、同表４の部第１号中「中学校」の次に、「、義務教育学校」を加える。 

 別表第４民間における企業体、団体等の職員としての在職期間又は兵役期間の項を次のように改める。 

民間における企業体、団体等の

職員としての在職期間 

職員としての職務にその経

験が直接役立つと認められ

る職務に従事した期間 

100／100以下  

その他の期間 80／100以下  

別表第５備考第４項中「又は」を「若しくは」に、「課程を」を「課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程

（修業年限４年のものに限る。）を」に改める。 

 別表第８条例第22条第３項の休職の項中「３分の１以下」を「零」に改め、同表療養命令及び病気休暇（公務

上及び通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。）の項中「３分の１以下（結核性疾患によるものである場合

にあっては、２分の１以下）」を「零。ただし、結核性疾患によるものである場合にあっては、２分の１以下と

することができる。」に改める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第８の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日をその始期とする休

職期間等に係る復職時等における号給の調整を行う場合について適用し、施行日前の日を始期とする休職期間

等に係る復職時等における号給の調整を行う場合については、なお従前の例による。 

 

 

大津市有車両管理規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第44号 

   大津市有車両管理規則の一部を改正する規則 

 大津市有車両管理規則（昭和57年規則第43号）の一部を次のように改正する。 

第12条第２項第５号中「企業局企業総務課長」を「企業局契約管財課長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   

 

大津市財務規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 
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大津市規則第45号 

   大津市財務規則の一部を改正する規則 

大津市財務規則（平成９年規則第73号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５号中「出先機関」の次に「（当該出先機関に課が置かれる場合にあっては、当該出先機関の課）」

を加える。 

第35条第１項中「第42条第１項」を「第40条第１項」に改める。 

 第160条に次の１項を加える。 
３ 市長は、会計管理者をして、共済費、社会保険料、所得税及び住民税の払出命令の審査に関する事務を、総

務部人事課、教育委員会事務局教育総務課及び議会局議会総務課の出納員に委任させる。 

 別表第１中 

「 

 各課契約 50万円以下 契約締結の時 契約金額 受託書又は契約書 
見積書 

 を 
 

 
50万円を超えるもの 契約締結の時 契約金額 契約書 

見積書 

 
 

公社引取（家屋鑑定

手数料） 

引き取ろうとする

時 

引き取ろうとする

金額 

引取計算書 

                                                 」 

「 

 各課契約 50万円以下 契約締結の時 契約金額 受託書又は契約書 
見積書 

  に、 
50万円を超えるも 

の 

契約締結の時 契約金額 契約書 
見積書 

                                                 」 

「公社引取 

土地建物買収」 
を 
「土地建物買収 

基金引取  」 
に、 

「（公社引取の場合） 
公社と売渡人との契約書（写） 
公社と市との覚書（写） 
引取計算書         」 

を 
「（基金引取の場合） 
引取計算書    」 

に、 

「還付決定書」 を 
「還付決定書 

還付加算金計算書」 
に改める。 

別表第３中「教育総務課」の次に「、児童生徒支援課」を加える。 

様式第４号から様式第６号までの規定中「第42条」を「第40条」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

   

 

大津市民病院の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第46号 

大津市民病院の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市民病院の管理運営に関する規則（昭和42年規則第29号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「回復期リハビリテーション部 臨床工学部」を「臨床工学部」に、 

「 医事課 医事係 収納係 

 患者総合支援センター  」 
を 

「 医事課 

 患者総合支援センター 

 医療情報センター  」 

に改め、同条第２項中 
「診療情報管理室 

 臨床研修センター」 
を 

「臨床研修センター」に、「 訪問看護ステーション」を 

「 訪問看護ステーション 

 医療情報センター 

  診療情報管理室 

  医療情報システム室 」 

「 病理検査室 

に、 医事課 

医療情報シス 

 

を「 病理検査室」に改める。 

テム室」 

 

  

   



8 平成 28 年４月１日                 大   津   市   公   報                 号外（第 35 号） 

 

 第５条の２中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とする。 

 第７条医事課の項を次のように改める。 

 医事課 

  ⑴ 外来患者の受付に関すること。 

⑵ 医療事務に関すること。 

⑶ 診療情報の管理並びに放射線照射記録の整理及び保管に関すること。 

⑷ 諸証明に関すること。 

⑸ 業務に係る統計、申請、報告及び届出に関すること。 

⑹ 健診及び人間ドックに関すること。 

  ⑺ 診療報酬並びにその他の診療に係る請求及び調定に関すること。 

⑻ 窓口収納に関すること。 

⑼ 診療費用等の滞納整理に関すること。 

⑽ 公印の保管に関すること。 

⑾ 課の庶務に関すること。 

 第７条の２の次に次の１条を加える。 

第７条の３ 医療情報センターの分掌事務は、医療情報センターの各室の管理に関することとする。 

 第８条中診療情報管理室の項を削り、訪問看護ステーションの項の次に次のように加える。 

診療情報管理室 

⑴ 診療情報の管理及び提供に関すること。 

⑵ 入院診療録の管理に関すること。 

⑶ 診療情報に係る統計に関すること。 

⑷ 医療費定額制に係る調査研究に関すること。 

⑸ 室の庶務に関すること。 

医療情報システム室 

⑴ 情報化施策に係る企画及び調整に関すること。 

⑵ 情報システムの運営及び管理に関すること。 

⑶ 医療情報の管理及び活用に関すること。 

⑷ 情報システム機器の管理及び導入に関すること。 

⑸ 情報通信基盤の運営及び管理に関すること。 

⑹ 情報セキュリティ対策に関すること。 

⑺ 室の庶務に関すること。 

第８条医療情報システム室の項を削る。 

別表第５第１項中「第63条第２項第４号」を「第63条第２項第５号」に、「第64条第２項第４号」を「第64条

第２項第５号」に改め、同項第１号中「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」を「厚生労働大臣の定め

る評価療養、患者申出療養及び選定療養」に改め、同号の表備考中「及び５Ｃ病棟」を削り、同項第３号中「平

成18年厚生労働省告示第92号。以下「告示92号」を「平成20年厚生労働省告示第59号。以下「告示59号」に、

「告示92号に」を「告示59号に」に改め、別表第５第２項の表内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下腎部分

切除術の項中「500,000円」を「100,000円」に改め、別表第５第２項の表肺ドック料の項中「19,440円」を

「19,330円」に改め、別表第５第２項の表肺検査料の項中「又は」を「と同時に受診した場合は5,940円、」に、

「、10,800円」を「10,800円」に改め、別表第５第２項の表肺検査料の項の次に次のように加える。 

健診センターにおいて行うＣＴ検査料 1回につき 15,870円 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   

 

大津市医療法施行細則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第47号 

大津市医療法施行細則の一部を改正する規則 
大津市医療法施行細則（平成21年規則第37号）の一部を次のように改正する。 

第１条の次に次の１条を加える。 
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（医療安全支援センター） 

第１条の２ 法第６条の13第１項の規定に基づき、大津市医療安全支援センター（以下「センター」という。）

を設置する。 

２ センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名 称 大津市医療安全支援センター 

位 置 大津市浜大津四丁目１番１号 

３ 前２項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 第13条第１項中「市長」の次に「（その権限が保健所長に委任されている場合にあっては、保健所長）」を加

える。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   

 

大津市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第48号 

   大津市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市消防局の組織に関する規則（昭和44年規則第41号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の２を次のように改める。 

第２条の２ 前条に定めるもののほか、課に次のとおり分室を置く。 

 消防総務課 

  危機管理室 

 警防課 

  救急高度化推進室 

 第３条第５項中「救急高度化推進室」を「室」に改め、同条第６項中第４号を第５号とし、第１号から第３号

までを１号ずつ繰り下げ、同項に第１号として次の１号を加える。 

⑴ 参事 

 第３条第８項中「第４項」を「第６項」に改める。 

 第５条第３号中「副参事」を「参事、副参事」に改める。 

 第６条の２を次のように改める。 

第６条の２ 室の事務分掌は、次のとおりとする。 

 危機管理室 

⑴ 危機管理体制計画に関すること。 

⑵ 事業継続計画に関すること。 

⑶ 各種危機事案の対策に関すること。 

⑷ 危機管理に関する職員研修及び意識啓発に関すること。 

⑸ 消防活動支援協定締結事業所等との連携に関すること。 

⑹ 室の一般庶務に関すること。 

 救急高度化推進室 

⑴ 救急対策に関すること。 

⑵ 救急活動状況の確認及び指導に関すること。 

⑶ 救急隊の運営計画に関すること。 

⑷ 救急隊の訓練計画に関すること。 

⑸ 救急関係の統計に関すること。 

⑹ 救急活動技術の調査、研究及び指導に関すること。 

⑺ 医療関係機関等との協定の締結及び連絡に関すること。 

⑻ 応急手当の普及啓発に関すること。 

⑼ メディカルコントロール協議会に関すること。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

訓 令 
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大津市訓令第３号 

 大津市事務決裁規程（昭和56年訓令第９号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

第２条第９号中「保健所長及び」を削り、同条第10号中「並びに」の次に「保健所長及び」を加え、同条第11

号中「、子ども発達相談センター次長、公設地方卸売市場次長及び大津クリーンセンター次長」を「及び子ども

発達相談センター次長」に改める。 

 第５条の２第３項を削る。 

 第６条の２中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 観光振興監は、産業観光部長の命を受け、観光振興に関する専門的な知識を必要とする事務の遂行に当たる

とともに、担当職員があるときは、これを指揮監督する。この場合において、観光振興監は、産業観光部長が

定めるものについては、次長と同等の職務権限を行使するものとする。 

 第６条の２に次の１項を加える。 

９ まちづくり連携推進監は、都市計画部長の命を受け、まちづくりの推進に関する事務のうち、特に他部局と

の連携を必要とするものの遂行に当たるとともに、担当職員があるときは、これを指揮監督する。この場合に

おいて、まちづくり連携推進監は、都市計画部長が定めるものについては、次長と同等の職務権限を行使する

ものとする。 

 第16条中第３項を削り、第４項を第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

４ 保健所にあっては、別表に掲げる決裁事項のうち、部長以上の職位の決裁を要する事項については、健康保

険部政策監の合議を受けなければならない。 

第16条第５項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から第21号までを１号ずつ繰り上げ、第20号の次

に次の１号を加える。 

(21) 医療安全支援センター 保健総務課長 

第16条第５項第30号中「生活道路整備推進室」を「空家対策推進室」に改める。 

別表第１号の表１の部７の項中 
「総務部長 

（財政課長）」 
を削り、同号の表３の部６の項第６号を次のように改める。 

          
⑹ 市長に対する行政不服申立て

に係るもの 

 ア 審査請求に係る裁決等 

 

 

 イ 行政不服審査会への諮問 

 

 

○ 

  

 

 

 

 

○ 

     

 

総務部長 

（コンプライア

ンス推進室長） 

コンプライアン

ス推進室長 

 

 ウ 審理員の指名     ○     

 エ 審理員への通知、報告等     ○     

別表第１号の表３の部９の項中「、損害賠償」を「損害賠償」に改め、「場合に」の次に「、財政課長の合議

は予算執行方針に定める場合に」を加え、同部11の項中「事務処理に係るものに」の次に「、財政課長の合議は

契約の締結（委託業務の変更を含む。）の場合に」を加え、同部14の項第２号中「３万円」を「10万円」に改め、

同部15の項中「予算（将来の財政負担を含む。）を伴うものに限る」を「予算執行方針に定めるところによる」

に改め、同部24の項中「契約検査課長の」を「財政課長及び出納室長の合議は寄附金の場合に、契約検査課長

の」に、「寄付物品」を「寄附物品」に改め、「、出納室長の合議は寄付金の場合に」を削り、別表第１号の表

５の部１の項第１号中「もの」の次に「（土地については、１件5,000平方メートル以上のものに限る。）」を

加え、同項第２号中「3,000万円未満」を削り、「もの」の次に「（前号に掲げるものを除く。）」を加え、同

項第５号中「50万円未満のものについては、財政課長補佐の合議とする」を「財政課長の合議は、50万円以上の

ものに限る」に改め、同部４の項第３号中「３万円」を「10万円」に改め、「もの」の次に「（長期継続契約に

ついては50万円未満のもの）」を加え、同部５の項を次のように改める。 

５ 行政財産の目的外使用の許可

（使用料の決定を含む。） 

⑴ 重要なもの 

⑵ その他のもの 

  

  

  

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

  管財課長 
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別表第１号の表５の部６の項、９の項及び14の項中 
「総務部長 

（財政課長）」 
を「総務部長」に改め、別表第１号の

表６の部１の項中「を除く」を「を除き、予算執行方針に定めるものに限る」に改め、同項第２号中「30万円以

上50万円未満のものについては、財政課長補佐の合議とする。」を削り、別表第１号の表７の部１の項第５号及

び同部２の項第５号中「50万円」を「100万円」に、「未満」を「以下」に改め、同部３の項第４号中「未満」

を「以下」に改め、同部４の項中「財政課長補佐」を削り、別表第１号の表８の部４の項を次のように改める。 

４ 報償費、広告料、手数料、食糧

費、備品購入費、保険料又は賃借

料の支出の決定 

  

  

   

 

   財政課長 合議は、予算執

行方針に定める

ところによる。 

⑴ 100万円以上のもの   ○       

⑵ 100万円未満のもの     ○     

 別表第１号の表８の部９の項を次のように改める。 

９ その他の経費の支出の決定 

 

 

  

  

   

 

   財政課長 合議は、予算執

行方針に定める

ものに限る。 

⑴ 100万円以上のもの   ○       

⑵ 100万円未満のもの     ○     

           

別表第２号総務部の表人事課の部７の款２の項中 
「          ○       

」
を 

「        
「         

に改め、同課の部10の款３の項を次のように改める。  ○      
」

に       

３ 営利企業等に従事することの

許可 

  ○       

別表第２号総務部の表財政課の部４の款を削り、同課の部５の款１の項中「起債申請の決定」を「起債計画書

等の提出」に改め、同款２の項中「起債許可申請」を「起債協議」に改め、同款を同課の部４の款とし、同課の

部中６の款を５の款とし、７の款を６の款とし、同号福祉子ども部の表福祉指導監査課の部中 

「         
を 
「          

○       
」 

 ○      
」
に改め、同号福祉子ども 

              
部の表生活福祉課の部中６の款を削り、７の款を６の款とし、同号福祉子ども部の表幼児政策課の部２の款中 

「処遇の監査」を「指導監査」に、 
「         

を ○       
」 

       
「          ○      

」
に改め、同号健康保険部の表保健総務課の部及び衛生課の部中 

に        
「         

を 
「          

○       
」 

 ○      
」
に改め、同号産業観光部 

               
の表農林水産課の部２の款中「農道、林道、用排水路等」を「林道」に改め、「田園づくり振興課長」を削り、

同課の部８の款中「森林施業計画等」を「森林経営計画等」に改め、同号産業観光部の表公設地方卸売市場の部

中「公設地方卸売市場」を「公設地方卸売市場管理課」に改め、同号環境部の表環境政策課の部１の款中１の項

を削り、２の項を１の項とし、３の項を２の項とし、４の項を３の項とし、同号環境部の表廃棄物減量推進課の部 

から不法投棄対策課の部まで及び同号都市計画部の表開発調整課の部中 
「         
○       

」 
       

を 
「          

 ○      
」
に改める。 

       
附 則 

 この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

   

 

大津市訓令第４号 

 市長の権限に属する事務を選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員が補助執行する場合の事

務決裁規程（平成６年訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年４月１日 
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大津市長  越    直  美 

第３条の表監査委員事務局次長の項を次のように改める。 

監査委員事務局次長 課長 

附 則 

 この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

   

 

大津市訓令第５号 

 大津市不動産評価委員会規程（昭和44年訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

 第５条第２項第７号を次のように改める。 

 ⑺ 企業局企業総務部契約管財課長 

附 則 

 この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

   

 

大津市訓令第６号 

 大津市建設工事契約審査委員会規程（昭和41年訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年４月１日 

大津市長  越    直  美 

 第２条第１項第１号及び同条第３項中「の契約の」を「の契約における一般競争入札の入札参加資格の審査及

び」に、「及び」を「並びに」に改める。 

附 則 

 この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

大津市議会議長告示第６号 

 大津市議会局規程（昭和58年議会議長告示第１号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年４月１日 

                       大津市議会議長  津  田  新  三 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 
   

（分掌事務） 

第３条 前条に規定する課及び係の分掌事務は、次

のとおりとする。 

議会総務課 

総務係 －略－ 
政策法制係 

⑴～⑶ －略－ 

 

 

⑷ 議長会に関すること。 

議事調査課 

議事係 －略－ 
調査係 －略－ 
（職の設置及び職務） 

第４条 議会局に次の表の左欄に掲げる職を置き、

（分掌事務） 

第３条 前条に規定する課及び係の分掌事務は、次

のとおりとする。 

議会総務課 

総務係 －略－ 
政策法制係 

⑴～⑶ －略－ 

⑷ 議会ミッションロードマップに関すること。 

 ⑸ 議員研修会に関すること。 

 ⑹ 議長会に関すること。 

議事調査課 

議事係 －略－ 
調査係 －略－ 
（職の設置及び職務） 

第４条 議会局に次の表の左欄に掲げる職を置き、

議 会 議 長 告 示 
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その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同

表の右欄に定める職務を行うものとする。 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

主幹 担当事務を処理し、

担当職員があるとき

はこれを指揮監督す

る。 
 

主査 

－略－ －略－ 

－略－ 

－略－ －略－ 

第10条 係長は、次の各号に掲げる事項を専決する

ことができる。 
⑴ 軽易な申請、届、報告等を処理すること。 
⑵ 軽易な調査、照会、回答、通知等をするこ

と。 
 
（代決） 

第11条 議長又は専決者が不在のときは、次の区分

に従ってその専決事項のうち主管事務について代

決することができる。 

議長及び専決
者 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

次長又は課長 課長、課長補
佐又は主幹 

係長又は主査 

 
 

 

２及び３ －略－ 

その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同

表の右欄に定める職務を行うものとする。 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

－略－ －略－ 

副参事 担当事務を処理し、

担当職員があるとき

はこれを指揮監督す

る。 
主幹 

主査 

－略－ －略－ 

－略－ 

－略－ －略－ 

第10条 係長は、次の各号に掲げる事項を専決する

ことができる。 
⑴ 軽易な申請、届、報告等を処理すること。 
⑵ 軽易な調査、照会、回答、通知等をするこ

と。 
⑶ 議会局フェイスブックの掲載に関すること。 
（代決） 

第11条 議長又は専決者が不在のときは、次の区分

に従ってその専決事項のうち主管事務について代

決することができる。 

議長又は専決
者 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

－略－ 
 

次長 課長又は課長

補佐 
副参事又は主

幹 
課長 課長補佐又は

副参事 
主幹又は係長 

２及び３ －略－ 

  

附 則 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

 


